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平成28年11月15日号

険料に付けることで年金の受給額をより
増やすことができます（月額400円。国
民年金基金加入者は不可）。ご希望の場
合はお申し出ください。
h�●クレジットカード納付…クレジッ
トカード・認め印・年金手帳など

�●口座振替…通帳・届出印・年金手帳など

i保険年金課（田無庁舎２階）・市民課
（保谷庁舎１階）窓口へ
j武蔵野年金事務所（p0422－56－1411）
◆保険年金課n（p042－460－9825）

離職者のための住居確保給付金

福祉

　就労能力・意欲のある離職者で、住宅
を失っている方（失うおそれのある方）を
対象として、住まいの確保と再就職に向
けた支援を行います。
　支給要件や、再就職に向けた就労支援
などの詳細は、市kをご覧になるか下
記へお問い合わせください（平日午前９
時〜午後４時）。
◆生活福祉課o
（p042－438－4023）

平成29年度 「きらっと」文化活動団
体対象の事前調整会議

文化・スポーツ

　平成29年度に南町スポーツ・文化交
流センター「きらっと」を展示会などで連
続利用する文化活動団体を対象に、事前
調整会議を行います。
a11月24日㈭午後６時30分
bきらっと
jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

平成29年度 
スポーツ施設の事前利用申請
　市内で活動するスポーツ団体などが、
広く市民を対象とするスポーツ大会など
を催す施設の事前申請を受け付けます。

という想定で、警察・消防・市が連携し
て訓練を実施します。
　当日、会場周辺でサイレンなど大きな
音が発生します。ご理解・ご協力をお願
いします。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

公共施設等マネジメント基本計画を策定

市政

　平成27年12月に策定した公共施設等
マネジメント基本方針に基づき、公共施
設の総量抑制とインフラの適正管理を図
るため、施設分野ごとに課題を整理し、
パブリックコメントなどの意見を踏まえ
ながら、見直しの方向性や今後の取組を
定めた全体施設計画として「公共施設等
マネジメント基本計画」を策定しました。
各施設分野の取組は、本計画に示した方
向性を踏まえ、個別に検討し具体化して
いきます。
　情報公開コーナー（両庁舎１階）・市k
でご覧になれます。
◆企画政策課n（p042－460－9800）

学童クラブ指導嘱託員（29年度採用）

募集

□人数　15人程度
□試験　12月25日㈰・集団面接
□募集案内　児童青少年課（田無庁舎１
階）・市kで配布
i ●郵送：12月15日㈭（消印有効）まで
●持参：12月16日㈮まで

※詳細は、募集案内をご覧ください。
◆児童青少年課n
（p042－460－9843）

市 連からの 絡 帳

11月30日は
国民健康保険料第５期の納期です

税・年金

　納期を過ぎると延滞金が発生すること
があります。納期内納付にご協力ください。
◆保険年金課n（p042－460－9822）

償却資産申告書の送付

　事業用資産を所有している方に、毎年
１月１日（賦課期日）現在所有している資
産について申告をお願いしています。平
成29年度の償却資産申告書を12月上旬
までに送付しますので、事務処理の都合
上、１月23日までに申告してください
（地方税法上の申告期限は１月31日まで）。
　事業用資産を所有している方で、申告
書が届かない場合は、下記へご連絡くだ
さい。申告書を持参する場合は、資産税
課（田無庁舎４階）へお越しください。
◆資産税課n（p042－460－9830）

60歳以降も国民年金に
任意加入・納付できます
　（公的）年金保険料の納付月数が480月
未満のときは、60歳を過ぎても任意加
入手続き後に保険料を納付することで、
老齢年金の受給権の取得や受給額の増額
ができます（高齢任意加入）。
□加入条件　60歳の誕生日前日以降の
申し出日から、「納付月数が480月にな
るまで」または「65歳になるまで」
※原則、クレジットカード納付または口
座振替
※老齢年金を繰上受給している場合や厚
生年金加入中は不可
※65歳までに受給権を得られないとき
は、70歳までに受給権を取得できる場
合に限り、特例高齢任意加入ができます。
詳細は、お問い合わせください。
❖付加年金の加入・納付
　高齢任意加入中も、付加年金を定額保

i12月７日㈬〜26日㈪に、各施設の空
き状況を確認のうえjへ
※先着順ではありません。決定には受付
締切後、２週間〜１カ月程度かかります。
※内容によってはお断りすることがあり
ます。
※期間終了後は、１月25日㈬以降先着
順で受付
□提出書類　①事前申請願　②事業の
要項　③事業の収支見積書（参加料を徴
収する場合のみ）　④団体の平成28年度事
業報告書（申請時の予定で可）　⑤同じ
く決算書（申請時の見込みで可。会計担
当者の署名・押印（朱印）が必要）
※社会教育団体・青少年健全育成団体ま
たは過去３年以内に市内スポーツ施設で
の大会実績がある団体は①〜③のみ

jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

11月29日 全国一斉情報伝達試験

くらし

　災害発生時に全国瞬時警報システム
（Jアラート）により送られてくる情報を、
確実に市民の皆さんへお伝えするため、
緊急情報伝達手段の試験を行います（全
国的に実施）。
a11月29日㈫午前11時ごろ

c市内の防災行政無線より「これは試験
放送です」と４回放送
※災害と間違えないようご注意ください。
※試験時、「安全・安心いーなメール」で
本試験のお知らせを配信予定
□Jアラートとは　国から送られてくる
弾道ミサイル情報や地震などの緊急情報
を、人工衛星などを活用して瞬時に伝達
するシステムです。詳細は、市kをご
覧ください。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

11月21日 合同テロ対応訓練

a11月21日㈪午前10時
b旧泉小学校
　市内施設にテロリストが立てこもった

市議会定例会
　第４回定例会は、12月２日㈮か
ら開催する予定です。
　本会議・委員会は、傍聴できます。
日程などは決まり次第、市議会kで
お知らせします。請願・陳情の提出
期限などは、お問い合わせください。
◆議会事務局n（p042－460－9861）

ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 助 成
　18歳に達してから最初の３月31日まで（一定の障
害がある場合は20歳未満）の児童がいるひとり親家庭
やそれに準ずる家庭に対して、保険診療で掛かった医
療費の自己負担分を助成します（課税状況により一部
負担金あり）。
　受給認定された方には、親医療証を交付します。
� ◆子育て支援課n（p042－460－9840）

❖新規申請
d次のいずれかに該当する児童を扶養（監護かつ生計
維持）する父・母・養育者
●父母が離婚　
●婚姻によらず出生し父の扶養を受けない　
●父または母に１年以上遺棄されている　
●�父または母が、死亡・重度障害・１年以上の拘禁・
生死不明、DVによる裁判所からの保護命令を受け
ている
h①申請書　②健康保険証の写し　③戸籍謄本　④
転入した方は「課税・非課税証明書」（所得額・扶養人数・
各種控除額・課税状況などが記載されているもの。必
要年度はお問い合わせください）　⑤身体障害者手帳
または愛の手帳（お持ちの方のみ）　�⑥認め印
※児童扶養手当または育成手当の現況時に③〜⑤の
書類を提出済みの方は、今回の提出を省略できます。

□提出先
子育て支援課（田無庁舎１階）
□助成対象外　次のいずれかに該当する方
●医療保険未加入　
●�申請者または扶養義務者の所得（養育費含む）が限度
額（下表参照）以上　

●生活保護を受給　
●医療費の自己負担分のない施設に入所している

所得制限限度額

扶養人数 本人 扶養義務者・配偶者・
孤児の養育者

０人 192万円 236万円
１人 230万円 274万円
２人 268万円 312万円
３人 306万円 350万円
４人 344万円 388万円

所得制限限度額への加算
以降１人増すごと ��38万円 38万円
老人扶養親族１人につき ��10万円 ��６万円※

特定扶養親族または19歳
未満の控除対象扶養親族
１人につき

��15万円 ０円

所得額からの控除

種別 本人 受給者（養育者）
配偶者・扶養義務者

社会保険料相当額（一律） �８万円 �８万円
障害・勤労学生控除 27万円 27万円
特別障害者控除 40万円 40万円
寡婦（寡夫）控除 ����０円 27万円
寡婦特別加算控除 ����０円 �８万円
雑損・医療費・配偶者特別・
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額

※所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申
告の方は収入額から必要経費を差し引いた額をいいます。
※離婚などで養育費を受け取っている方は、受け取った養
育費の８割を所得に加算します。

※老人扶養のみの場合は２人目から

　現在、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用して
いる方へ、10月下旬に「現況届」を送付しました。
平成29年１月１日から有効の親医療証の交付を受
けるには、「現況届」による更新手続きが必要です。
受給資格があっても「現況届」の提出がないと発行で
きませんので、必ずご提出ください。

更新の方は現況届の提出を


